
中山間地域の保全に向けた農村型地域運営組織（農村RMO）のイメージ

農用地の保全 地域資源の活用 生活支援

農村型地域運営組織（農村RMO）※１
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※１ 農村型地域運営組織（農村ＲＭＯ ：Region Management Organization ）

複数の集落の機能を補完して、農用地保全活動や農業を核とした経済活動と併せて、
生活支援等地域コミュニティの維持に資する取組を行う組織。
農村型地域運営組織（農村RMO）は、地域運営組織（RMO）※２の一形態と整理。
農林水産省では、令和４年度に「農村型地域運営組織（農村RMO）形成推進事業」

を創設し取組を推進。
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（小学校区程度のエリア）
事業の実施実行機能協議会（総会）

地域ぐるみの農地の保全・活用 直売所を核とした域内経済循環 集荷作業と併せた買い物支援

農村RMO形成は、上記のように連携するパターンの他、
農に関する組織が生活支援の取組に着手するものや、
生活支援の実施組織が農用地保全に着手するものがある
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「農村空間を管理」し、農産物供給、景観、レクレーション等「地域資源」
を活用、さらに交流や居住等「生活」の空間として活用。

○ 中山間地域等では、高齢化・人口減少の進行により、農業生産活動のみならず、地域資源（農地・水路等）の
保全や生活環境 （買い物・子育て等）など、集落維持に必要な取組を行う機能が弱体化。

○ このため、地域コミュニティ機能の維持・強化に向けて、集落協定や農業法人など農業者を母体とした組織と、
自治会、社会福祉協議会など多様な地域の関係者が連携して協議会を設立し、農用地保全や生活支援等を実施。

※２ 地域運営組織（ＲＭＯ）

地域の暮らしを守るため、地域で暮らす人々が中心となっ

て形成され、地域内の様々な関係主体が参加する協議組織が
定めた地域経営の指針に基づき、地域課題の解決に向けた取
組を持続的に実践する組織。【総務省HPより】
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【参考】農村型地域運営組織(農村ＲＭＯ)とは



【その他参考資料】

農村型地域運営組織（農村RMO）の推進（東海農政局へリンク）
https://www.maff.go.jp/tokai/noson/keikaku/chusankan/nousonrmo.html

農村型地域運営組織（農村ＲＭＯ）の形成について、東海農政局ホームページに各種情報や資料を掲載しています
ので、ご参考にしてください。

【東海農政局HP】
農村型地域運営組織

（農村RMO）の推進へ

https://www.maff.go.jp/tokai/noson/keikaku/chusankan/nousonrmo.html
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